
こどもの発達センターひいらぎ 
児童発達支援事業 

（概要） 

 

健康福祉部健康課 

総合教育会議 資料４ 

平成 3 0年２月５日 

健康福 祉部健康課  



 

・児童発達支援通所施設「分室 ひよっこ」（西原保育園敷地内）事業終了（平成29年度末） 

＜終了理由> 
 事業運営における「利用状況」「効率化（職員の適正配置）」等から判断 
 具体的には、分室 ひよっこへの通所希望者の減（現在12名在籍 平成30年度には全員就学） 
 ひいらぎ（住吉会館）において、事業を一本化。 

 職員の集約化により、幼稚園・保育施設等への訪問強化 

 発達支援コーディネーターの増（現行１名から２名に） 
 従来の事業定員は維持しつつ、訪問支援等、公的機関としての機能を充実 
 医療的ケア児への対応 
 「児童発達支援センター化（平成32年度末）」に向けた機能検討（保育所等訪問支援事業の試行を継続実

施） 

住吉会館 
（ひいらぎ） 

分室ひよっこ 

住吉会館 
（ひいらぎ） 

発達支援 
コーディネーター 

増員 
（現 行） 

（平成30年度以降） 

療育事業規模を維持しつつ、市内施設への
訪問や相談業務を強化 

平成30年度（概要） 



ひいらぎ 

療育内容 利用日 定員 

親子療育（市独自） 
対象 ３歳児未満 

毎週水曜 9：30-11:30 定員 40組（親子） 

単独療育（法定） 
対象 ３歳児以上 

毎週 月・火・木・金曜 
５歳児のみ 月～金曜 
9：30-13:30(※水曜 午前） 

定員 28名 

課題別学習（法定） 
対象 ３歳児以上 

月２回（隔週） 
14:30-16:00 

３歳児 月曜 
４・５歳児 水または金曜 

定員 30名 

ひよっこ 

療育内容 利用日 定員 

課題別学習（法定） 
対象 ４歳児以上 

月２回（隔週） 
４・５歳児 水曜  
14:30-16:00 

定員 ５名 

ひいらぎ 

療育内容 利用日 定員 

親子療育（市独自） 
対象 ３歳児未満 

毎週水曜 9：30-11:30 定員 40組（親子） 

単独療育（法定） 
対象 ３歳児以上 

毎週 月・火・木・金曜 
５歳児のみ 月～金曜 
9：30-13:30(※水曜 午前） 

 

定員 28名 

課題別学習（法定） 
対象 ３歳児以上 

月２回（隔週） 
 14：30-16:00 

３歳児 月曜 
４・５歳児 水または金曜 

定員 35名 

ひいらぎ 児童発達支援事業 

（現 行） 

平成30年度から 

平成29年度まで 


